
用財産以外の土地，建物等の譲渡所得の計算上生じた赤字については，

土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字との損益通算はできないこと

となった。また，土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字は，土地建

物等の譲渡所得の黒字と損益通算することもできない。

計算ケース：給与所得者の不動産所得の損益通算

給与所得者が平成１８年７月１日に賃貸用マンションを借入金で取得

したケースにおける損益通算

【給与所得】

・平成１８年分給与所得の金額６，９００，０００円

【不動産所得】

・取得金額２０，０００，０００円（うち建物１３，３００，０００円，土地６，７００，０００円）

・取得のためにした借入金１８，６００，０００円

・収入金額６６０，０００円

・必要経費１，６７５，０００円（うち借入金利子２７５，０００円）

�１ 不動産所得の金額

収入金額
６６０，０００円－

必要経費
１，６７５，０００円＝

赤字の金額
△１，０１５，０００円

�２ 土地部分の利息の計算

２７５，０００円×
１８，６００，０００円－１３，３００，０００円

１８，６００，０００円 ＝７８，３６０円

�３ 損益通算の対象とならない利子の額

計算上生じた赤字の額
１，０１５，０００円 ＞

土地等の部分の利息
７８，３６０円

∴７８，３６０円

損益通算

給与所得の金額
６，９００，０００円 －（

不動産所得の赤字
１，０１５，０００円 －

損益通算できない利息
７８，３６０円 ）

＝
合計所得金額
５，９６３，３６０円

土 地
１３，３００，０００円

土 地
６，７００，０００円

借入金
１８，６００，０００円

土地部分
の借入金

自己資金
１，４００，０００円

�����
７８，３６０円
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